
ＪＲ東海労ニュース
東日本大震災に関して申し入れました！
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ＪＲ東海労働組合

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）に関する申し入れ

１．地震が発生し、日本全体の太平洋沿岸に大津波警報が発令され

避難勧告が出された。しかし、東北、関東地方の太平洋沿岸では

大津波により未曾有の被害を受けた。大津波警報発令時、在来線

各線はその警報を受けて運転を取り止めていた。しかし東海道新

幹線は、11日当日に、その警報や避難勧告が解除される前に運転

が再開された。

又、12日には徐行をさせることもなく運転がされている。なぜ

警報や避難勧告が解除される前に運転が再開され、又徐行をさせ

ることもなく運転を行ったのか、その根拠を明らかにすること。

特に、浜松～豊橋間の浜名湖を横切る区間は、わずかな津波でも

被害を被ると考えるが、併せて会社の見解を明らかにすること。

２．震災により、東京電力が電力の確保のために計画停電を行って

いる。14日、ＪＲ東日本は線区によって終日運休をしているが、

ＪＲ東海としても状況によっては節電に協力し、新幹線及び在来

線の運行を削減すべきと考えるが、会社の見解を明らかにするこ

と。

３．現状を鑑み、今後の新幹線及び在来線の運転計画について明ら

かにすること。

４．被災地への救済、復旧、支援計画について、会社として現時点

の考えがあれば明らかにすること。

５．今回の地震に関連して、各職場で問題点も発生している。問題

点については逐次申し入れるので、誠意ある回答を行うこと。


